
令和６年度事業計画 

 

 

Ⅰ 基本方針 

  京都森林経営管理サポートセンター（以下「サポセン」という。）では昨年度、京都府

及び１４の市町村等と委託契約を締結し、市町村の取組みの企画・立案や相談窓口の開

設による市町村からの質問等に対応するとともに、森林の現況や森林所有者の特定、森

林整備の意向把握、経営管理権集積計画（以下「集積計画」という。）案の作成等森林経

営管理制度（以下「管理制度」という。）の推進のための取組みを実施したところであ

る。 

令和４年度末現在で府内の市町村から公告された集積計画は１０市町村の約２５０

ｈａで、市町村が行った経営管理事業や経営管理実施権配分計画（以下「配分計画」と

いう。）等に基づき民間事業体により実施された間伐面積は４市町村の約２１ｈａとい

う状況にあり、森林所有者の特定や所有者の意向把握、境界の明確化等、一連の業務に

時間と労力を要することから飛躍的に間伐面積が増加している現状ではない。 

本年度は管理制度が始まって６年目を迎え、森林環境税が徴収される年度であること

から改善すべき事項を整理した上で、ＩＣＴ技術も活用しながらサポセンが行う業務の

幅を広げて効率的な管理制度の取組みを推進し、これまでに作成した集積計画に基づく

森林整備の確実な実施と安定的な法人運営に努める。 

また、森林整備や府内産材利用の意義を府民に啓発し、管理制度や森林環境税の必要

性についても理解を深めてもらう取組みを推進する。 

本年度は昨年度と同様、「市町村技術支援相談窓口の設置」、「市町村の取組みの企画・

立案」、「業務受託による市町村支援」、「管理制度に取組む人材の育成」を事業の柱とし、

職員体制の拡充と森林組合や民間企業との連携を強化して、１６以上の市町村で具体的

な取組みの支援を行う予定である。 

  また、人材育成については、引き続き市町村職員等を対象とした管理制度や森林・林

業行政の推進のための研修会を開催するとともに、サポセン職員のドローン操作や情報

処理能力のスキルアップを図ることで効率的な業務と市町村のサポセンに対する信頼

の向上に努める。 

さらに、林業事業体や地域住民等からの要望を踏まえ、森林の適正な整備や森林整備

の担い手の育成、府内産材の利用拡大のための森林環境譲与税の効果的な活用について

府や市町村に提案や助言を行う。 

 

 

Ⅱ 事業計画 

 １ 森林経営管理企画支援業務 

 １）森林経営管理企画・立案業務 

 （現状と課題） 

昨年度、府が実施するワーキング会議への参加や市町村との個別調整により２０市

町村で１０１件（令和６年２月末現在）の具体的な企画・立案を行った結果、市町村

職員の管理制度の取組みへの意識の向上や課題の解決、サポセンへの業務委託の増加



等に繋げることができた。 

しかし、森林簿や登記簿等行政が所有している資料と現地が合致しない場合も多々

あり、森林所有者の特定と境界の明確化が大きな課題となっているため現地踏査と並

行して効率的かつ正確な情報収集の手法の確立が求められている。 

また、森林組合や地域住民の意向を反映して、取組みやすい個所や多くの地域住民

の目にとまる箇所等を選定し、計画的かつ臨機応変に管理制度を運用することや森林

環境譲与税の効果的な活用を進めることにより、譲与税の見える化を図る必要がある。 

 

（対応策） 

森林所有者や境界の明確化については、森林簿、登記簿、課税台帳に加え、国や民

間会社が所有しているレーザー航測情報などを活用し、ドローンと現地踏査を併用し

て、より効率的で正確な情報の収集を行い、管理制度の取組みや林地台帳の整備を支

援する。 

管理制度に取組む箇所の選定については、事前に整理したデータや図面をもとに、

「人工林の割合、森林所有者数や在村所有者の割合、地域住民の熱意や協力の度合い、

防災上重要な森林」等の項目を数値化することにより、取組箇所の順位付けなどを行

い、市町村の方針や実施計画の作成を伴走支援する。 

また、管理制度による人工林の整備のみならず、広葉樹林や竹林の整備、森林化し

ている農地の森林との一体的な整備、既存の補助事業への上乗せ支援等森林の現状や

住民の意向を考慮した取組みへの支援や森林環境譲与税の使途等を提案・助言する。 

 

２）市町村技術支援相談窓口運営業務 

（現状と課題） 

昨年度の市町村からの電話などでの相談件数は１６市町村からの７４件（令和６年

２月末時点）で、各市町村の管理制度の取組みが定着しつつあることから、具体的な

取組みを進める中での相談が中心であった。 

市町村では森林・林業に関する専門的知識を持つ職員が少なく、また、職員が農林

漁業関係の多岐にわたる業務を担当していることから管理制度の実施に係る事務が滞

る傾向にあり、市町村職員に寄り添い、管理制度の関連業務の多くを代行するサポセ

ンの役割が一層重要となっている。 

 

（対応策） 

市町村からの幅広な質問等に対処するため、京都府からの委託を受けて相談窓口を

開設し、市町村からの質問などへ対応するとともに、市町村との個別調整を重視し、

市町村の管理制度に取組む方針の明確化や取組む箇所の計画作成等を誘導する。 

また、市町村の取組事例等をホームページや研修会により情報発信と情報交換を行

い、とりわけ新任の担当職員の悩みや疑問を解消し、管理制度に取組みやすい環境を

整え、サポセンへの業務委託の拡充に繋げる。 

更に管理制度の推進には森林所有者の理解と地元住民、森林組合の協力が不可欠で

あることから市町村が行う地元説明会や管理制度の啓発等の取組みを森林組合と連携

して支援する。 



相談窓口の開設 

〇開 設 日：土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末

年始の休暇を除く日 

〇開設時間：午前９時から午後５時まで 

○開設場所：京都事務所並びに綾部事務所 

 

 

２ 森林経営管理市町村支援業務 

（現状と課題） 

 昨年度は１４市町村等からの受託事業として森林の現況調査、地元説明会の開催、 

意向調査、境界の明確化、集積計画案の作成等を実施した。 

 管理制度の目的である管理不十分な森林の整備まで一連の業務を完結することで市 

町村職員が一連の取組みのノウハウを身につけ、次のエリアに活かすことが重要であ 

る。 

 森林の現況調査や境界の明確化については、対象面積や森林所有者数に比例して業 

務に多大の時間を要することから、対象エリアを広げ過ぎず、森林経営管理法の目的 

である放置人工林の迅速な整備に繋げるための効率的かつ臨機応変な業務の推進と経 

営が成り立つと見込まれるエリアについては、森林所有者や森林組合等の意向を考慮 

して、森林経営計画の作成に繋げる方向も視野に入れた取組みが課題である。 

 また、所有者の特定については市町村が行うことが基本であるが登記簿や課税台帳 

等の確認に予想以上の労力を要することから、森林所有者の特定を行う程度や集約化 

する団地の見直し等、市町村の考え方や団地の設定基準の整理と市町村を支えるサポ 

センの業務執行体制の充実が課題である。 

 

（対応策） 

集積計画に基づく森林整備を促進するために、団地の設定については地元在住の森

林所有者が多い地域や地元の協力の度合い、財産区や生産森林組合等の所有林を核と

した団地の設定や森林経営計画作成の基準も考慮する等、団地設定の基準や取組む団

地の優先順位付けを支援する。 

所有者の特定については、市町村が府の森林簿を参考に、課税台帳や登記簿等の情 

報から所有者情報の整理と林地台帳への反映を行い、サポセンは市町村が整理した所

有者情報をもとに、地元住民の協力を得て所有者の特定を進める。 

なお、所有者が不明確な場合や所有者が多いためにその特定や調整に相当の時間を

要する場合は、調整が困難な森林を除外することや取組む予定の団地の範囲を見直す

など臨機応変な対応を助言・誘導する。 

森林の境界の明確化については、レーザー測量成果やドローンを活用しながら境界

確定ではなく施業区域を明確にすることとして、森林所有者と地元代表者等の間で明

確化作業の委任状を交わすことや所有者が複数の場合は代表者の選定を依頼するなど

の調整をサポセンが支援する。 

サポセンの業務執行体制については、京都事務所及び綾部事務所に職員各１名を採

用し、１１名体制で森林組合系統や民間会社との連携を強化して、森林整備面積が増

加する取組みを加速する。 



 【業務受託計画】     

   業務受託に向けて見積書を提出した市町村などサポセンへの業務委託の意向のあ

る１６以上市町村から以下の内容で業務を受託できる見込みである。 

なお、管理制度に基づく森林整備に取組む予定のない市町やサポセンへの業務委

託の予定がない市町についても地域ごとのワーキング会議などでサポセンの業務実

績を報告し、管理制度以外の業務を含めて当該市町からの業務受託に繋げる。 

 

受託業務内容 件 数 目 標 額（千円、税抜） 備 考 

森林所有者の確認 

森林所有者の意向確認 

１５ ２６，０００ 

 

 

森林の現況調査 

境界の明確化 

   ２１   

 

３５，０００ 

 

 

経営管理権集積計画、経営管

理権配分計画案の作成 

    ８ 

 

７，７００ 

 

 

林業経営の可否の判断     ２   

 

 ２，０００  

その他 

 

 ６ 

  

 ５，７００ 

 

森林整備設計書

作成等 

 

計 

 

   

５２ 

 

 

７６，４００ 

 

前年度からの繰

越 10,540 千円

を含む 

 

 

３ 人材育成・普及啓発業務 

  （現状と課題） 

管理制度を的確に運用するために、昨年度、府からの委託事業として市町村職員

を対象とした森林経営管理市町村職員研修を実施したところである。 

研修内容を管理制度の概論や情報システム操作、ドローン操作など幅広の内容と

したが、受講者からは概ね好評を得た。 

なお、研修内容や時期によって受講者数や参加市町村に偏りがあり、担当職員の

交代も頻繁にあることから、市町村の要望や職員の業務経験年数を考慮した研修内

容及び市町村職員以外の人材も対象とした継続的な研修の実施が必要である。 

また、森林整備や府内産材利用の意義や重要性に対する府民理解の向上を図りつ

つ森林・林業、木材産業の活性化に繋げる取組みが重要である。 

 

（対応策） 

京都府からの委託事業として市町村職員等を対象にした研修会を昨年度の研修の

アンケート結果も参考に新年度の早い時期から企画・運営し、市町村職員のスキル

アップを図るとともに、市町村に出向いての個別指導やサポセン独自の事業として

林業事業体も対象とした研修を検討する。 



また、サポセンの取組実績や地域の先進的な事例をホームページ等で発信すると

ともに、サポセン職員のドローン操作や各種情報処理能力の向上に努める。 

さらに、昨年度初めて実施した森林の重要性や木材の良さ、管理制度等を府民に

啓発するイベントを引き続き京都府や関係団体、大学等と連携して実施する。 

 

 

 ４ 府有林森林整備等検査補助業務 

    京都府からの委託事業として、京都府森林組合連合会が行う令和６年度森林整備

等に係る府有林管理委託業務のうち、森林整備等の完成検査に必要な検査補助業務

として、森林整備等を実施した事業地の完了確認作業を行う。 

 

 

５ 災害時技術協力業務 

    災害時の京都府や市町村からの要請に対して「災害協力隊」の会員等と連携して、

ドローンを活用した森林や林道等の被災状況の調査等に積極的に協力する。 

 

 

 ６ その他 

１）大学等との連携 

    管理制度に取り組んでいる各都道府県の組織や民間会社との情報交換を行うとと

もに、府内の大学が行っている研究・研修との連携に努める。 

   

２）森林環境譲与税の効果的な活用に向けた提案 

本年度から森林環境税の徴収が始まることから、現在の譲与税が市町村の基金に

積み立てられることなく有効に活用されることが一層重要になるため、「京都府豊か

な森を育てる府民税」を含めて、森林整備や木材利用、人材の育成のための効果的

な税の活用が図られるよう森林組合や木材関係団体等と連携して市町村や京都府に

対して提案や要望を行う。 

 


